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○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
三
十
六
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
九
十
四
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
木
材
の
基
準
強
度

、

、

及
び

を
定
め
る
件
及
び
特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定

cF

tF

bF

sF

 

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
三
月
三
日

 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

木
材
の
基
準
強
度

、

、

及
び

を
定
め
る
件
及
び
特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め

cF

tF

bF

sF

 

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 

（
木
材
の
基
準
強
度

、

、

及
び

を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

cF

tF

bF

sF

第
一
条　

木
材
の
基
準
強
度

、

、

及
び

を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
五
十
二
号
）
の

cF

tF

bF

sF
 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

 

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
の
基
準
強
度

、

建
築
基
準
法
施
行
令
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
木
材
の
基
準
強
度

、

cF

tF

cF

tF

、

及
び

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
木
材
の
種
類
及
び
品
質
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

、

及
び

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
木
材
の
種
類
及
び
品
質
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

bF

sF

bF

sF

 
 

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農

三　

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農

林
規
格
（
昭
和
四
十
九
年
農
林
省
告
示
第
六
百
号
。
以
下
「
枠
組
壁
工
法
構
造

林
規
格
（
昭
和
四
十
九
年
農
林
省
告
示
第
六
百
号
。
以
下
「
枠
組
壁
工
法
構
造

用
製
材
等
規
格
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
の
う
ち

用
製
材
等
規
格
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
の
う
ち

、
寸
法
型
式
が
一
〇
四
、
二
〇
三
、
二
〇
四
、
三
〇
四
、
四
〇
四
若
し
く
は
二

、
寸
法
型
式
が
一
〇
四
、
二
〇
三
、
二
〇
四
、
三
〇
四
、
四
〇
四
若
し
く
は
二

〇
四
Ｗ
の
も
の
又
は
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
う
ち
、
寸
法
型
式
が

〇
四
Ｗ
の
も
の
又
は
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
う
ち
、
寸
法
型
式
が

二
〇
三
、
二
〇
四
、
三
〇
四
、
四
〇
四
若
し
く
は
二
〇
四
Ｗ
の
も
の　

そ
の
樹

二
〇
三
、
二
〇
四
、
三
〇
四
、
四
〇
四
若
し
く
は
二
〇
四
Ｗ
の
も
の　

そ
の
樹

種
群
、
区
分
及
び
等
級
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
一
に
掲
げ
る
数
値
と
す
る

種
群
、
区
分
及
び
等
級
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
一
に
掲
げ
る
数
値
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
寸
法
型
式
以
外
の
寸
法
型
式
の
枠
組
壁
工
法
構

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
寸
法
型
式
以
外
の
寸
法
型
式
の
枠
組
壁
工
法
構

造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
に
つ
い
て
は
、
同
表
に
掲
げ

造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
に
つ
い
て
は
、
同
表
に
掲
げ

る
数
値
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
。
更
に
、
並
列
材

る
数
値
に
次
の
表
二
に
掲
げ
る
数
値
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
。
更
に
、
並
列
材

に
あ
っ
て
は
、
曲
げ
に
対
す
る
基
準
強
度

の
数
値
に
つ
い
て
、
当
該
部
材
群

に
あ
っ
て
は
、
曲
げ
に
対
す
る
基
準
強
度

の
数
値
に
つ
い
て
、
当
該
部
材
群

bF

bF

に
構
造
用
合
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
面
材
を
張
る
場
合
に
は
一
・
二
五
を

に
構
造
用
合
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
面
材
を
張
る
場
合
に
は
一
・
二
五
を

、
そ
の
他
の
場
合
に
は
一
・
一
五
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
の
他
の
場
合
に
は
一
・
一
五
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

表
一

表
一

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

基
準
強
度
（
単
位　

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

基
準
強
度
（
単
位　

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

樹
種
群

区
分

等
級

に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

樹
種
群

区
分

等
級

に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

 
  

 

cF

tF

bF

sF

cF

tF

bF

sF

 
 

（
略
）

（
略
）

 
 

 
 

 
 

特
級

二
〇
・
九

一
六
・
九

二
二
・
五

特
級

二
〇
・
九

一
六
・
九

二
二
・
五

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
級

一
八
・
三

一
一
・
三

一
六
・
一

一
級

一
八
・
三

一
一
・
三

一
六
・
一

 
 

 
 

 
 

甲
種

甲
種

 
 

 
 

二
級

一
七
・
〇

九
・
七

一
五
・
五

二
級

一
七
・
〇

九
・
七

一
五
・
五

 
 

 
 

 
 

 
 

三
級

九
・
八

五
・
七

九
・
〇

三
級

九
・
八

五
・
七

九
・
〇
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コ
ン
ス

コ
ン
ス

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
ラ
ク

一
七
・
九

七
・
四

一
一
・
八

ト
ラ
ク

一
七
・
九

七
・
四

一
一
・
八

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

シ
ョ
ン

シ
ョ
ン

 
 

 
 

 
 

J
S

二
・
一

JS

二
・
一

Ⅲ
Ⅲ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ス
タ
ン

ス
タ
ン

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

乙
種

一
四
・
九

四
・
一

六
・
五

乙
種

一
四
・
九

四
・
一

六
・
五

 

ダ
ー
ド

ダ
ー
ド

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ユ
ー
テ

ユ
ー
テ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ィ
リ
テ

九
・
八

一
・
九

三
・
一

ィ
リ
テ

九
・
八

一
・
九

三
・
一

 
 

 
 

ィ

ィ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
て
枠
用
た
て
継

た
て
枠
用
た
て
継

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
・
九

四
・
一

六
・
五

一
四
・
九

四
・
一

六
・
五

ぎ
材

ぎ
材

 
 

 

特
級

二
三
・
八

一
一
・
六

二
二
・
二

 
 

 
 

 
 

 
 

一
級

二
〇
・
八

七
・
五

一
六
・
〇

 
 

 
 

甲
種

 
 

 

二
級

一
九
・
二

六
・
二

一
五
・
四

 
 

 
 

 
 

三
級

一
一
・
一

三
・
六

八
・
九

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

コ
ン
ス

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
ラ
ク

二
〇
・
三

四
・
六

一
一
・
六

 
 

 
 

 
 

 
 

 

シ
ョ
ン

 
 

 
J
S
 A

二
・
四

 
 

 
 

 
 

ス
タ
ン

 
 

 
 

 
 

乙
種

一
七
・
〇

二
・
六

六
・
五

 

ダ
ー
ド

 
 

 
 

 
 

ユ
ー
テ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ィ
リ
テ

一
一
・
一

一
・
二

三
・
一

 
 

 

ィ

 
 

 
 

 
 

た
て
枠
用
た
て
継

 
 

 
 

 

一
七
・
〇

二
・
六

六
・
五

 

ぎ
材

 
 

 
 

 

特
級

一
八
・
二

一
八
・
〇

二
四
・
〇

 
 

 
 

 
 

 
 

一
級

一
六
・
七

一
三
・
一

一
七
・
六

 
 

 
 

甲
種

 
 

 

二
級

一
六
・
六

一
二
・
九

一
七
・
三

 
 

 
 

 
 

三
級

九
・
六

七
・
五

一
〇
・
〇

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

コ
ン
ス
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ト
ラ
ク

一
七
・
〇

九
・
七

一
三
・
一

 
 

 
 

 
 

 
 

 

シ
ョ
ン

 
 

 
J
S
 
T

一
・
八

 
 

 
 

 
 

ス
タ
ン

 
 

 
 

 
 

乙
種

一
四
・
七

五
・
四

七
・
三

 

ダ
ー
ド

 
 

 
 

 
 

ユ
ー
テ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ィ
リ
テ

九
・
六

二
・
六

三
・
五

 
 

 

ィ

 
 

 
 

 
 

た
て
枠
用
た
て
継

 
 

 
 

 

一
四
・
七

五
・
四

七
・
三

 

ぎ
材

  

 
 

表
二　

（
略
）

表
二　

（
略
）

四　

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
等
規
格
に
適
合
す
る
Ｍ
Ｓ
Ｒ
枠
組
材
及
び
Ｍ
Ｓ
Ｒ

四　

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
等
規
格
に
適
合
す
る
Ｍ
Ｓ
Ｒ
枠
組
材
及
び
Ｍ
Ｓ
Ｒ

た
て
継
ぎ
材　

そ
の

等
級
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値
と
す

た
て
継
ぎ
材　

そ
の
Ｍ
Ｓ
Ｒ
等
級
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
掲
げ
る
数
値

bF

る
。
た
だ
し
、
並
列
材
に
あ
っ
て
は
、
曲
げ
に
対
す
る
基
準
強
度

の
数
値
に

と
す
る
。
た
だ
し
、
並
列
材
に
あ
っ
て
は
、
曲
げ
に
対
す
る
基
準
強
度

の
数

bF

bF

つ
い
て
、
当
該
部
材
群
に
構
造
用
合
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
面
材
を
張
る

値
に
つ
い
て
、
当
該
部
材
群
に
構
造
用
合
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
面
材
を

場
合
に
は
一
・
一
五
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

張
る
場
合
に
は
一
・
一
五
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

 
 

基
準
強
度
（
単
位　

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

基
準
強
度
（
単
位　

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

 
 

 
 

等
級

に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

Ｍ
Ｓ
Ｒ
等
級

に
つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

 
 

bF

cF

tF

bF

sF

cF

tF

bF

sF

 
 

 
 

 
 

九
〇
〇
Ｆ
ｂ

九
・
六

五
・
四

一
三
・
二

九
〇
〇
Ｆ
ｂ

〇
・
六
Ｅ

―

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

一
二
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
二
・
六

九
・
〇

一
七
・
四

九
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
〇
Ｅ

九
・
六

五
・
四

一
三
・
二

―

 
 

  
 

一
三
五
〇
Ｆ
ｂ

一
三
・
八

一
一
・
四

一
九
・
八

九
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
二
Ｅ

―

 
  

 
 

 
 

 

一
四
五
〇
Ｆ
ｂ

一
五
・
〇

一
二
・
〇

二
一
・
〇

一
二
〇
〇
Ｆ
ｂ

〇
・
七
Ｅ

―

 
 

 
 

 
 

樹
種
群
に

 
 

 
 

 
 

一
五
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
五
・
六

一
三
・
二

二
二
・
二

一
二
〇
〇
Ｆ
ｂ

〇
・
八
Ｅ

―

 
 

 
 

 
 

応
じ
、
枠

一
二
・
六

九
・
〇

一
七
・
四

 
 

 
 

 
 

一
六
五
〇
Ｆ
ｂ

一
六
・
八

一
五
・
〇

二
四
・
〇

一
二
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
二
Ｅ

―

 
 

 
 

 
 

組
壁
工
法

 
 

一
八
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
八
・
六

一
七
・
四

二
六
・
四

一
二
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
五
Ｅ

―

 
 

構
造
用
製

 
 

 
 

 
 

一
九
五
〇
Ｆ
ｂ

一
九
・
八

二
〇
・
四

二
八
・
八

一
三
五
〇
Ｆ
ｂ

一
・
二
Ｅ

―

 
 

 
 

 
 

材
及
び
枠

 
 

 
 

 
 

二
一
〇
〇
Ｆ
ｂ

二
一
・
六

二
三
・
四

三
〇
・
六

一
三
五
〇
Ｆ
ｂ

一
・
三
Ｅ

一
三
・
八

一
一
・
四

一
九
・
八

―
 

 
 

 
 

 

組
壁
工
法
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二
二
五
〇
Ｆ
ｂ

二
二
・
八

二
五
・
八

三
三
・
〇

一
三
五
〇
Ｆ
ｂ

一
・
八
Ｅ

―

 
 

構
造
用
た

 
 

 
 

 
 

二
四
〇
〇
Ｆ
ｂ

二
四
・
六

二
八
・
二

三
四
・
八

一
四
五
〇
Ｆ
ｂ

一
・
二
Ｅ

―

 
 

 
 

 
 

て
継
ぎ
材

一
五
・
〇

一
二
・
〇

二
一
・
〇

 
 

二
五
五
〇
Ｆ
ｂ

二
六
・
四

三
〇
・
〇

三
七
・
二

一
四
五
〇
Ｆ
ｂ

一
・
三
Ｅ

―

 
 

の
基
準
強

 
 

 
 

 
 

二
七
〇
〇
Ｆ
ｂ

二
七
・
六

三
一
・
二

三
九
・
六

一
五
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
二
Ｅ

 

樹
種
群
に

―

 
 

 
 

 
 

度
に
よ
る

 
 
 

 
 

 

二
八
五
〇
Ｆ
ｂ

二
九
・
四

三
三
・
六

四
一
・
四

一
五
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
三
Ｅ

応
じ
、
枠

―

 
 

 
 

 
 

。

一
五
・
六

一
三
・
二

二
二
・
二

 
 

三
〇
〇
〇
Ｆ
ｂ

三
〇
・
六

三
四
・
八

四
三
・
八

一
五
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
四
Ｅ

組
壁
工
法

―

 
 

 

三
一
五
〇
Ｆ
ｂ

三
二
・
四

三
六
・
六

四
五
・
六

一
五
〇
〇
Ｆ
ｂ

一
・
八
Ｅ

構
造
用
製

―

 
 

 
 

 
 

三
三
〇
〇
Ｆ
ｂ

三
五
・
四

三
八
・
四

四
八
・
〇

一
六
五
〇
Ｆ
ｂ

一
・
三
Ｅ

材
及
び
枠

―

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
六
五
〇
Ｆ
ｂ

一
・
四
Ｅ

組
壁
工
法

―

 
 

 
 

 
 

一
六
・
八

一
五
・
〇

二
四
・
〇

 
 

 

一
・
五
Ｅ

構
造
用
た

 

一
六
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 

一
・
八
Ｅ

て
継
ぎ
材

 

一
六
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 
 

 

一
・
六
Ｅ

の
基
準
強

 

一
八
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 
 

一
八
・
六

一
七
・
四

二
六
・
四

 

二
・
一
Ｅ

度
に
よ
る

 

一
八
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 
 

一
・
五
Ｅ

。

 

一
九
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 

一
九
・
八

二
〇
・
四

二
八
・
八

一
・
七
Ｅ

 

一
九
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 

一
・
八
Ｅ

二
一
・
六

二
三
・
四

三
〇
・
六

 

二
一
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 

一
・
六
Ｅ

 

二
二
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 

二
二
・
八

二
五
・
八

三
三
・
〇

一
・
九
Ｅ

 

二
二
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 

一
・
七
Ｅ

 

二
四
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

 
 

 
 

 

二
四
・
六

二
八
・
二

三
四
・
八

二
・
〇
Ｅ

 

二
四
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

 

二
・
一
Ｅ

二
六
・
四

三
〇
・
〇

三
七
・
二

 

二
五
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 

二
・
二
Ｅ

二
七
・
六

三
一
・
二

三
九
・
六

 

二
七
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

 

二
・
三
Ｅ

二
九
・
四

三
三
・
六

四
一
・
四

 

二
八
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 

二
・
四
Ｅ

三
〇
・
六

三
四
・
八

四
三
・
八

 

三
〇
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

 

二
・
五
Ｅ

三
二
・
四

三
六
・
六

四
五
・
六

 
三
一
五
〇
Ｆ
ｂ
―

 

二
・
六
Ｅ

三
五
・
四

三
八
・
四

四
八
・
〇

 
三
三
〇
〇
Ｆ
ｂ
―

  

五
・
六　

（
略
）

五
・
六　

（
略
）
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（
特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

特
殊
な
許
容
応
力
度
及
び
特
殊
な
材
料
強
度
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
四
号

 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

 

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

第
三　

基
準
強
度

第
三　

基
準
強
度

一　

第
一
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
木
材
の
め
り
こ
み
に
対
す
る
基
準
強
度

は

一　

第
一
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
木
材
の
め
り
こ
み
に
対
す
る
基
準
強
度

は

(3)

cvF

(3)

cvF

、
次
に
掲
げ
る
木
材
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

、
次
に
掲
げ
る
木
材
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

 
 

。

。

 
 

イ
・
ロ　

（
略
）

イ
・
ロ　

（
略
）

 
 

表
一　

（
略
）

表
一　

（
略
）

 
 

表
二

表
二

 
 

 
 

 
 

 
 

基
準
強
度
（
単
位　

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

基
準
強
度
（
単
位　

一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

 
 

 
 

 
 

樹
種
群

樹
種
群

 
 

つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

つ
き
ニ
ュ
ー
ト
ン
）

 
 

 
 

（
略
）

（
略
）

 
 

 
 

J
S

七
・
八

J
S

七
・
八

 
 

Ⅲ
Ⅲ

 
 

 
 

J
S 

A

九
・
〇

 
  

 
J
S
 
T

六
・
〇

 
 

 
 

二
～
九　

（
略
）

二
～
九　

（
略
）



- 8/8 -

 

附　

則

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。


